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ひとり親家庭等の中学生に対する学習支援活動と
教育行政のあり方に関する考察
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Study on the learning support program for junior high school students raised in a single 
parent household and the way of educational administration

-Through a review of the K university Project in N-city-
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Abstract
　One of the major social problems in Japan is children living in poverty, especially among those raised 
in a single parent household. These households usually cannot provide additional education support or 
well-balanced meals according to the children’s needs. 
　In late 2015, K university initiated the “Learning support for junior high school children from single 
parent households” program (also known as the “J-Project”). The aim of the J-project is to improve 
children’s learning capabilities and provide well balanced meals with cooking lessons. The initiative was 
financially supported by N-city local government. 
　We analyzed the J-project based on the completion report submitted to N-city and found positive 
outcomes as follows: ① most students have been able to concentrate on their studies more; ② all six 
students of the third grade of junior high schools have joined high schools of their choice. However, we 
also found some problems in implementing this project. The most serious was insufficient coordination 
between the Welfare Sections and the Board of Education in the same municipality. We suggest that the 
head of the municipality should show strong leadership in coordinating with all concerned sections, 
especially the Board of Education, so that many children can be freed from the cycle of poverty through 
this learning support program. 
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はじめに

　現在の日本が抱えている課題の一つに，ひとり親家庭
の困窮の問題がある。離婚や死別によってひとり親とな
った家庭の就労状態は次の通りである。

就労しているが，正規の職員・従業員は父子家庭で
67.4％，母子家庭は 39.4％，パート・アルバイト等が父
子家庭で 8.0％，母子家庭は 47.4％というように，不安
定な雇用状態にあり，平均年間収入も父子家庭 380 万円，
母子家庭 223 万円である1）。特に母子家庭の貧困の度合

いが高く，2015 年 4 月には生活困窮者自立支援法も施
行された。

2016 年 7 月末から，Ｎ市は「ひとり親家庭等学習支
援事業」を同市に立地しているＫ大学に業務委託した。
Ｋ大学ではこれをＪクラブ（以下Ｊ活動）と名づけ，活
動がスタートした。

この研究は，「平成 28 年度Ｎ市ひとり親家庭等学習支
援事業業務完了報告書」等を基に「子供の貧困」や「貧
困の連鎖」が大きな社会問題となっている現在において，
この活動の①経過を振り返り検証し，今日的意義を考察
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するとともに，②今後の学習支援のあり方，ひいては③
福祉と教育行政のあるべき姿を考察する。

1．Ｊ活動として取り組むに至る経過

　Ｊ活動は，2 つの大きな流れが 1 つにまとまったもの
である。1 つは，大学を運営している学校法人の取り組
みであり，他は行政としてのＮ市の取り組みである。
1）学校法人としての取り組み
　学校法人としては，「学園ボランティアセンター」の
中に，子ども支援部門を設け，「Ｄクラブ」と「Ｊクラブ」
の活動を行うというものである。前者は，「岡山で日本
最初の孤児院を設立した石井十次が唱えた『満腹主義』
の精神に基づき，子ども達におなかいっぱい食べさせる
ための支援組織」であり，後者は「次代を担う子どもた
ちが健康に成長していくための一翼を担うために（略），
健やかな子育てができる援助」を行う2）というものであ
る。
　このうち「Ｊクラブ」は学習支援として具体的な実施
に移されたものである。
2）行政としてのＮ市の取り組み
　地方公共団体は，厚生労働省雇用均等・児童家庭局長
発による通知3）により，「ひとり親家庭等生活向上事業」
の円滑な実施が求められていた。この事業の実施主体は，
都道府県又は市町村とされており，Ｍ県子ども家庭課長
から「各市町村ひとり親担当課長」宛ての文書が発出さ
れている。そして，実施主体は「事業の全部又は一部を
母子・父子福祉団体，ＮＰＯ法人等に委託することがで
きる」とされており，Ｎ市はＫ大学に業務委託すること
となった。
　「ひとり親家庭等生活向上事業」は，「ひとり親家庭等
生活支援事業」と「子どもの生活・学習支援事業」のい
ずれかを，地域の実情に応じて選択実施できるものであ
る。後者の事業内容は，次の①及び②の支援を組み合わ
せて実施することを基本とし，これに加えて③の支援を
地域の実情に応じて実施することができる4）。
　　①　基本的な生活習慣の習得支援や生活指導
　　②　学習習慣の定着等の学習支援
　　③　食事の提供

このうちの②と③をＫ大学では実施することになった。
3）Ｊ活動の試行について
　本格的な実施に先立って，Ｎ市生活福祉課の協力のも
と，2015 年 12 月夕刻より，Ｎ市内の認知症グループホ
ームの多目的室を借り，生活保護世帯の中学生に対して，
Ｋ大学学生ボランティアによる第 1 回Ｊ活動が試行的に

実施された。その後，翌 2016 年 1 月 2 回，2 月 2 回の
計 4 回いずれも午前 10 時～ 12 時の学習と昼食のスケジ
ュールで実施された。5 回の食事は，すべてグループホ
ーム施設の栄養士による調理であった。
　この先行実施を受けて検討された主な事項は以下の通
りである。
　①プログラムの内容　
　　Ａ　学習指導のみ　
　　Ｂ　学習指導と食事の提供　
　　Ｃ　学習指導と調理指導とその他
　②対象者　小学生～高校生の内，対象をどこに絞るか
　③学習指導担当者
　　Ｋ大学学生ボランティア
　　小中高の退職教員
　　Ａ企業ＯＢ等
　　大学教職員
　④場所　Ｋ大学かまたは市内協力施設か
　最終的には，プログラムは学習指導と調理指導その他，
対象者は中学生，学習指導担当者は③の通り，そして場
所は利用に際して他の団体と調整の必要のないＫ大学で
実施することになった。

2．事業の内容

　Ｎ市は 2016 年 1 月末，2016 年度一般会計当初予算を
発表し，「ひとり親家庭の児童の学習支援や進路相談な
どをＫ大学に委託する事業」5）に対し予算もつけられた。
　予算成立を受けて「ひとり親家庭等学習支援等事業業
務委託仕様書」及び「平成 28 年度Ｎ市ひとり親家庭等
学習支援事業計画書」に基づき，「ひとり親家庭等学習
支援等事業業務委託契約書」がＮ市とＫ大学との間で交
わされ，事業が開始された。
1）事業の推進体制
　　事業の推進体制は以下の通りである6）。
　①事業実施統括者…学長・ボランティアセンター長
　②事業実施責任者…ボランティアセンター
　　　　　　　　　　副センター長
　③事業実務者（コーディネーター）
　④ボランティアセンター員（学生課）
2）実施場所
　　本事業の実施場所はＫ大学内（以下の通り）である。　
　①実習室…学習支援
　②家政実習室…調理指導
　③体育館・図書館…レクリエーション及びその他
3）学習支援の対象者
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　Ｎ市内に住所を有する生活保護世帯，及び児童扶養
手当受給中または同等の所得水準のひとり親家庭等の
中学生の内，Ｎ市の子ども家庭課より通知された学習
支援等を受けることを希望する生徒を対象者とした。

4）学習支援の担当者
　学習支援等ボランティア（有償及び無償）及び学生
ボランティア（無償），大学内教職員　

　　具体的には，以下（1）（2）の通りであった。
　　（1）登録された有償（学外）ボランティア…6 名
　　　　他に随時のボランティアの参加もあった。
　　（2）無償ボランティア…学内教職員 7 名
　　　　学生ボランティア①延べ 100 名
 　　　　　　　　②実人数 70 名
5）学習支援等の形態

　１人のボランティアが複数の中学生に対して支援す
る個別支援方式とした。

6）Ｋ大学への交通手段
　　原則ジャンボタクシーを利用した。

　具体的には市北部のＴ地区，Ｎ駅地区，市南部のＡ
地区の 3 方面から主にジャンボタクシーを利用した。

7）調理指導
　　食生活改善推進員の協力を受け実施した。

3．実施内容

1）具体的な内容と参加者数
第 1 回　2016 年 7 月下旬（月）　
　　　　午前 10 時　開講式　
　　　　　Ｎ市こども家庭課長及び係長
　　　　　Ｋ大学学長　出席
　　　　午前 10：20 ～ 12：20　学習支援　

大学食堂にて好みのメニューの昼食。その後
図書館など学内を案内・紹介，解散。

参加生徒：5 名
第 2 回　8 月初旬（月）　

午前 10：00 ～ 12：00　学習支援
大学食堂にて好みのメニューの昼食後解散

参加生徒：9 名
第 3 回　8 月中旬（月）　内容は前回と同じ　

参加生徒：7 名
第 4 回　9 月中旬（土）

午前 10：00 ～ 12：30　調理実習指導と昼食
午後 13：00 ～ 15：00　学習支援
参加生徒：11 名

　なお，この時の様子を取材して，宮崎日日新聞の

報道部長兼論説委員の杉尾守は「日曜論説」の中で，
「食べることで体と心は満たされる」と記し，「子ど
もたちがごはんを作れるようになる『食の自立』に
向けた環境づくり」の必要性を説いている7）。

第 5 回　9 月下旬（土）　内容は前回と同じ。
参加生徒：11 名

第 6 回　10 月初旬（土）　内容は前回と同じ。
参加生徒：9 名

第 7 回　10 月下旬（土）
午後 13：00 ～ 15：00　学習支援
参加生徒：11 名

第 8 回　11 月中旬（土）
午後 13：00 ～ 15：00　学習支援
参加生徒：9 名

第 9 回　11 月下旬（土）
午後 13：00 ～ 15：00　学習支援
参加生徒：6 名

第 10 回　12 月初旬（土）　中学生は土曜登校日のため
学校終了後，集合。午前中，食生活改善推進員
と学生ボランティアによる昼食準備。

　　　　　なお，午後の活動は中学生のみを対象に実施。
午後 13：30 ～ 15：30　学習支援
参加生徒：7 名

第 11 回　12 月下旬（土）　
午前 10：00 ～ 11：30　中学生は体育館でスポ 
ーツ体験（ストレッチ，ドッジボール，バスケ
ットボールなど）。
　大人によるクリスマスプレゼントとして，食
生活改善推進員と学生ボランティアによる昼食
準備。内容は，バイキング。ケーキ，ジュース
等の差し入れがあった。
　なお，午後の活動は中学生のみを対象に実施。
午後 13：00 ～ 15：00　学習支援
参加生徒：9 名

第 12 回　2017 年 1 月初旬（土）
午後 13：00 ～ 15：00　学習支援
参加生徒：9 名

第 13 回　1 月下旬（土）　内容は第 10 回と同じ。
参加生徒：11 名

第 14 回　2 月初旬（土）　 　内容は前回と同じ。
参加生徒：12 名
　なお，当日はＮ市議会の議員 1 名の参観もあ
った。同議員は，2017 年 12 月の市議会一般質
問で子ども支援のあり方として本事業を取り上
げている8）。

33



九州保健福祉大学研究紀要　19： 31〜37，2018

第 15 回　2 月中旬（土）　
午前 10：00 ～ 11：30　体育館でスポーツ体験 

（ストレッチ，ケイドロ，バレーボール，バス
ケットボール）。
食生活改善推進員と学生ボランティアによる昼
食準備。
　なお，午後の活動は中学生のみを対象に実施。
午後 13：00 ～ 15：00　学習支援　
午後 15：00 ～閉講式　修了証，皆勤賞等授与
　6 名の 3 年生に修了証，欠席のなかった生徒
1 名に皆勤賞の賞状を授与した。
参加生徒：11 名

2）実施していく中で配慮した点，発生し解決した問題　
点等
①座席配置
　当初は，スクール形式の机に参加中学生が自由に着
席し，その周囲にボランティア学生が座り，学習支援
を行い，外部ボランティアは適宜巡回しながら，学生
ボランティアの手に負えない部分の指導にあたってい
た。回を重ねるうちに，中学生にも馴れが生じ弛緩し
た雰囲気が見られるようになった。そこで，学生ボラ
ンティアの発案により，中学生と学生ボランティアの
座席を指定して行うようにしたところ，緊張感をもっ
て学習支援が行われるようになった。
②教科書の購入
　学習支援は，中学生が持参した学校の教材または参
考書や問題集を用いての実施を基本がである。これら
の指導に際して，実際に教科書ではどのような記述が
なされているのかを確認する必要が生じる場合も出て
きた。そこでＮ市内の中学校で使用している国語・社
会・数学・理科・英語の教科書を 3 学年分購入して，
指導上の参考とした。
③調理指導の意義
　「ひとり親家庭等生活向上事業実施要綱」の「子ど
もの生活・学習支援事業」の中に，「食事を提供する
場合には，食育の観点に配慮する9）」ことが求められ
ている。
　Ｊ活動では単に生徒とともに調理し食べるというこ
とだけではなく，自分の家でも調理する，または調理
できるような簡単で安価な食材のメニューを準備し
た。また，レシピを準備・印刷しておき，自宅での調
理にて再現できるよう配慮をした。なお，事前に「学
習支援登録申請書」を提出する際に，「生徒に関する
配慮事項」の項目で食物アレルギーや健康面・運動面
での配慮事項の把握を行った。

　　なお，食材等の経費はＫ大学の寄付であった。
　④対象生徒の捕捉

1）Ｎ市社会福祉協議会において，自立相談支援セ
ンターの相談の中で，対象生徒を把握した場合に
Ｊ活動を案内して貰う様に依頼した。

2）実務担当者（コーディネーター）がＮ市こども
家庭課長と市内の中学校を訪問し，校長，教頭，
学年主任等にＪ活動の趣旨を説明し，参加生徒の
呼びかけを依頼した。

4．事業の成果と学習支援の課題，事業の今日
的意義

1）本事業の成果
　「Ｎ市ひとり親家庭等学習支援事業業務完了報告書」
によると，Ｊ活動による大学生や教員ＯＢなどから学
習支援を受けたことで集中力が向上し，自宅での学習
時間が増えたという生徒や，成績が大幅に向上したと
喜ぶ生徒や保護者も出てきた10）。そして，Ｊ活動に参
加した中学 3 年生 6 名は志望高校に全員合格した。不
合格者が出なかったことは，一定の成果として見るこ
とができる11）。

2）本事業の課題
　Ｊ活動の学習支援を実施していく中での大きな課題
は，学習指導者の確保である。上述のように，学外ボ
ランティア 6 名はほぼ毎回参加し，中学生への指導経
験もあり効果的な指導がなされ今後も期待される。
　次に，学内ボランティアはほぼ毎回の参加者は 2 名
であり，継続的・持続的に取り組むためには，学内で
の協力体制を構築することが必要である。
　そして，無償の学生ボランティアをいかに活用する
かが最大の課題である。参加した中学生の意識として，
年齢の近い大学生に対する親近感が強いと思われる。
2016 年度参加した学生ボランティアの数と在籍学部
は次の通りである。
　　・社会福祉学部 32 名
　　・保健科学部 8 名
　　・薬学部 21 名
　このうち，社会福祉学部には教職課程が設置されて
いるので，この学生たちの参加を組織することが重要
であると考える。

3）本事業の今日的意義
　Ｋ大学がＮ市の委託を受けて、実施しているＪ活動
は、政府による「ひとり親家庭等生活向上事業」に基
づく「ひとり親家庭等学習支援事業」であるが，学習
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支援のみならず，調理指導を取り入れている。子ども
の貧困対策として，「こども食堂」の開設も各地に見
られ12），学習支援に対する自治体の取り組みも広がっ
ている13）。そうした中で，Ｊ活動は学習支援と食の支
援を同時に行う取り組みであり，他の学習支援とは一
線を画するものである点が特徴的であると言える。

5．福祉と教育行政のあり方

　この事業の根底には，現在の日本が抱えている２つの
問題がある。一つは，「ひとり親家庭等生活向上支援事業」
の言葉で示される問題，すなわちひとり親家庭が子ども
の養育や心身の健康面での不安など生活の中に多くの問
題を抱えているという状況であり，もう一つは，本来は
学校で行われ，充足・完結されるべき学力の定着の保障
をいかに実現していくかという問題である。
　前者については，経済的な格差が教育にも格差を生じ
させ，それは連鎖的状況にあるという現実がある（日本
財団　子どもの貧困対策チーム 2016：26 － 30，野崎
2015：68，朝比奈 2011：170，）。それだけに行政として
の積極的な取り組みが求められる。
　後者については，学校現場での対応は，時間的にも教
員の人的負担の観点からも限界にあると言える。そこで，
様々な工夫がなされている。たとえば，高校生が小学生
や中学生を指導するという取り組み14）などである。ただ
こうした取り組みは単発的であり，継続性が期待できな
い。
　そこで，塾などの存在が大きくクローズアップされる
ことになる。ただ，塾は都市部に集中しており，郡部の
子どもたちにとっては塾への送迎など不利な状況に置か
れることになる15）。これを解決する施策として「町営学
習塾」を打ち出した自治体も現れている16）。塾のない町
が民間の学習塾と連携して町営の学習塾を開講し，町内
の施設で中学 3 年生を対象に 7 ～ 10 月の前期と 11 月～
翌年 2 月の後期に分けて授業を行うというものである。
受講料は町からの補助があり，通常よりも安くなってい
るという。
　しかしながら，こうした施策は保護者の教育に対する
意識や一定の収入，時間などのゆとりがあってこそ活き
ていくものである。生活に困窮している保護者にとって
はハードルが高いとも言える。

ひとり親家庭などの生活困窮への対応とその子どもの
学力の定着は，喫緊の課題であることは言うまでもな
い。生活困窮者支援制度が始まったことを受けて，貧困
の連鎖を断ち切ろうとする自治体も登場してきている17）。

Ｎ市近隣のＨ市では健康福祉部の福祉課が担当し，支援
員が中学生を教えているという。こうした取り組みの課
題はボランティア講師など人材の確保や財源があげられ
る。
　そこで，解決方法として考えられるのは自治体の福祉
部門と教育委員会が中心となった学習支援である。2006
年教育基本法の改正に伴い，教育委員会に関する「地方
教育行政の組織及び運営に関する法律」も改正され，「総
合教育会議」が新設された。これは地方公共団体の首長
が招集し，「地域の実情に応じた教育」のための施策を
協議するために設置され，首長と教育委員会から構成さ
れるものである。地方自治体の首長が強力なリーダーシ
ップを発揮して，「総合教育会議」を活用して，福祉と
教育行政が一体となって学習支援を進めていくことが期
待される。筆者は，その際の配慮すべき点として以下の
4 点を考えた。
1）学習支援の対象は，貧困を含む家庭内の諸問題で学

習の場がなかったり，学習に躓きを持っている管内の
小中学生とする。

2）学習指導者は現職ではなく，教員ＯＢ等を起用する。
　現職教員については，対象の児童生徒が同じ学校の場

合，拒否反応を示す可能性があると同時に，教員側も
学校で教えている子どもを支援することになり，みず
からの指導の不十分さを自らが解消するというジレン
マが生じることになる。

3）指導法は躓きを持っている子どもたちが対象である
から，一斉授業ではなく，個別指導を行うことで，一
人ひとりに対して丁寧な指導ができる。場所は管内の
公共施設等で実施する。

4）この事業を実施するために，福祉部門でも教育委員
 会関係者でもない第三者的立場のコーディネーターを

配置する。
　上記の配慮すべき点の内，4）のコーディネーターの
存在が重要な理由は，次の通りである。
　まず，縦割り行政の意識が強い現場では他のセクショ
ンへの遠慮が作用する懸念がある。特に福祉部門の担当
者が教育委員会を始めとする学校現場との連絡 ･ 交渉は
スムーズな連携につながらないことが予想される。
　一方，教育委員会は行政委員会という性格上独立意識
が強く，その管轄下にある学校も同様な一面を持ってお
り，教育委員会の意向を気にする面が強い。
　これを打破するために，福祉部門と教育委員会の両者
とコンタクトを取れるコーディネーターの存在が重要に
なるのである。
　次に，コーディネーターには家庭内の問題を抱えなが
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らも学習意欲を持てるような福祉的配慮が可能で，小中
学校の躓きを持っている子どもたちに寄り添う気持ちを
持っている人材が望ましい。
　行政が子供の貧困と学力の問題の解決を図るために
は，そのコーディネーターが遺憾なく業務を遂行できる
ようにバックアップすることが必要である。具体的には，
市町村の首長が強力なリーダーシップを発揮し，上述の

「総合教育会議」等を活用して，福祉部門の責任者と教
育長に事業に対する共通理解を持たせること，条例等を
制定してコーディネーターの位置づけを行い，Ｎ市のよ
うに予算措置を講じて実施することが求められる。

おわりに

初年度のＪ活動が大きなトラブルもなく終わることが
できたのは，コーディネーターの存在が大きい。コーデ
ィネーターは毎回中学生とその保護者との出欠の確認，
タクシー会社と乗車場所と時間の調整だけでなく，学習
指導者やボランティア学生の確保など実に細やかな連絡
を行っている。Ｊ活動が円滑に運営されていったのはコ
ーディネーターの存在の大きさであることを付記したい。

注

1） 厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課　平成
26 年 3 月　「ひとり親家庭の支援について」 2） 学
校法人理事長・総長　「Ｄクラブ・Ｊクラブ」の構想
について

3） 平成 28 年 4 月 1 日付　厚生労働省雇用均等・児童　　
家庭局長　雇児発 0401 第 31 号「ひとり親家庭等生活
向上事業の実施について」

 　2014 年「次世代育成支援対策推進法等の一部を改
正する法律」の成立により，「母子及び寡婦福祉法」
が改正され，母子家庭生活向上事業及び父子家庭生活
向上事業並びに寡婦生活向上事業が創設された。これ
に伴い，「ひとり親家庭等生活向上事業実施要綱」が
定められ，「ひとり親家庭等生活向上事業」が実施さ
れることになった。

4） 同上　
5） 讀賣新聞 (2017)「Ｎ市予算案　588 億円」讀賣新聞

1 月 24 日
6） 平成 28 年度Ｎ市ひとり親家庭等学習支援事業計画

書
7） 宮崎日日新聞 (2016) 「日曜論説　食の自立へ　台所

に子ども立たせて」宮崎日日新聞 9 月 25 日

8） 2016 年 12 月 8 日　Ｎ市議会　議事録
　平成 28 年第 9 回定例会（第 4 号 12 月 8 日）
　　質問の趣旨は以下の通りであった。

　この取り組みは素晴らしい事業であり，将来に対
する先行的な投資と考えて来年度以降も継続・実施
して欲しい。

　　これに対する健康福祉部長の回答は，継続を前向き　
に検討しているという内容であった。

9） 前掲 3)　
　　なお，平成 17 年に成立した食育基本法第 2 条に「食

育は，食に関する適切な判断力を養い，生涯にわたっ
て健全な食生活を実現することにより，国民の心身の
健康の増進と豊かな人間形成に資することを旨とし
て，行われなければならない。」と述べられている。

10） 「平成 28 年度Ｎ市ひとり親家庭等学習支援事業業務
完了報告書」

11） 宮崎日日新聞 (2017)「生活保護世帯の高校進学率改
善　16 年度県調査」宮崎日日新聞 7 月 4 日

　　学習支援を含むＭ県内の子どもの貧困対策推進計画
に基づく活動について，高校進学率と中退率が改善し
たという報道がなされている。地道な活動が成果を上
げている一例と言える。

12） 朝日新聞 (2016)「子ども食堂　広がる　今年に入り
急増，地域で支援　安価な食事や居場所提供」朝日新
聞 7 月 2 日

13)　讀賣新聞 (2017)「安心の設計　困窮家庭の子に学習
支援」　讀賣新聞 10 月 22 日 

14） 朝日新聞 (2017)　「地元高校生が先生役　西都・茶
臼原小で課外授業」朝日新聞　7 月 26 日宮崎版

15） 毎日新聞 (2017)「全国学力・学習状況調査に関する
記事　下位県と全国　差縮小　学テ 10 回目　政令市，
正答率高く　都市部　学びの場多く」毎日新聞 8 月
29 日

16） 夕刊デイリー (2017)　「町営学習塾が開講　美郷町
民間と連携　中 3 対象，みさと未来塾　将来の貢献に
期待」夕刊デイリー 7 月 12 日

17） 讀賣新聞 (2017)「学ぶ夢　応援の輪　生活困窮の子
へ無料教室」讀賣新聞 8 月 22 日
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